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はじめに：本調査の位置づけ 

本参考資料は、ウォーターPPP 等の官民連携事業に関する導入可能性を検討する過程で実施す

る意見聴取のために作成されたものであり、官民連携の実施自体や実施方法に関して現時点で確

定している事項はありません。また、今後の塩竈市におけるウォーターPPP の導入の可能性を含

め、いかなる発注、計画等が行われることを保証するものではありません。本資料の内容につき

ましては、貴社のご判断に基づき、ご活用頂きますようお願いいたします。 
 
塩竈市及びその職員は、貴社が、本調査（アンケートおよびインタビュー）について検討する

過程において、本参考資料に記載されている情報や、それ以外に書面や口頭で提供された情報を

使用したことによって発生したいかなる結果について、責任を負うものではありません。本調査

に際しては、貴社における資料等の精査及び検討の結果等を踏まえ、貴社ご自身の責任でご判断

頂きますようお願いいたします。 
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1 官民連携の導入に関する基本的な考え方 

塩竈市では令和 7 年度からウォーターPPP 等の官民連携手法の導入検討にあたり、課題整理、

スキーム検討、効果分析等を通じて導入検討に向けた準備を実施しています。 
本アンケートは民間事業者の参入意欲や官民連携における業務内容に対する意見や参画にあた

っての課題を把握するために実施するものです。 
 

1.1 導入目的と期待する効果 

塩竈市では、公共下水道事業の持続可能性を維持・向上させることを目的とし、以下に示す効

果を期待し、官民連携の導入を目指していきたいと考えています。 
 

・ 維持管理業務の包括化、性能規定の導入により、民間事業者の創意工夫を積極的に取り入

れ、事務・事業全体の効率化や高度化を実現 
 

・ 契約期間の長期化により、官・民双方の契約事務の低減を図ると共に、長期的な視点に立っ

た施設運営の実施 
 

・ 維持管理と更新の一体的なマネジメントにより、施設の改築更新の最適化によるライフサイ

クルコストを低減 
 
1.2 導入スケジュール 

官民連携導入に向けたスケジュールについては、当該調査での検討結果を踏まえ、具体的なス

ケジュールを公表していきます。 
現時点では、令和 9 年度に事業者選定に係る公募の開始、令和 10 年度当初からの事業開始を

想定しています。 
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1.3 本市が現在想定しているスキーム 

 本市では令和 7～9 年度を業務期間とした、塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託を実

施中です。ウォーターPPP（レベル 3.5）の業務領域としては、下図に示すとおり、現在の包括

的民間委託業務の業務内容に更新計画案の作成や設計更新工事等の業務を追加することを想定し

ております。 
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2 導入検討対象施設 

本市は流域関連公共下水道のため、汚水処理は宮城県仙塩浄化センターで行っています。本市

の下水道全体計画における計画面積は「汚水：1,290.4 ha、雨水：1,290.4 ha」となっており、下

水道事業計画における計画面積は「汚水：1,290.4 ha、雨水：1,212.9 ha」となっています。漁業

集落排水事業は 12ha となっております。 
また、導入検討対象施設としては、表 2.1 に示すとおりです。 
 

表 2.1 塩竈市施設一覧 
（1）対象施

設： 
・対象面積（一般平面図を次頁以降に示す。） 

1,290.4ha（汚水事業計画区域全域） 
1,212.9ha（雨水事業計画区域全域） 

・管路：約 367km（汚水・雨水） 
・ポンプ場：11 箇所（汚水・雨水） 
・マンホールポンプ所 
汚水：35 箇所、雨水：22 箇所、宅内 P20 箇所 

・貯留施設（公共）43 箇所、貯留施設（宅内）740 箇所、 
貯留施設（開発）100 箇所 

・浸透施設（公共）14 箇所、浸透施設（開発）10 箇所 
・漁業集落排水管路施設約 3km、処理場 2 箇所、MP7 箇所 

※管路延長は年度不明管渠も含む 

本調査対象区域図を図 2.1～図 2.4 に示します。 
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図 2.1 塩竈市下水道計画一般平面図（汚水） 
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図 2.2 塩竈市下水道計画一般平面図（雨水）  
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図 2.3 漁業集落排水事業（野々島地区）  
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図 2.4 漁業集落排水事業（寒風沢地区） 
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2.1 公共下水道 

2.1.1 管路施設 

年度および管種別に見た汚水管の延長を図 2.5 に、雨水管の延長を図 2.6 に示します。汚水

管については、大半が VU 管で構成されており、最も古い管渠は昭和 33 年（1958 年）に敷設さ

れています。一方、雨水管の大半はヒューム管で構成されており、最も古いものは汚水と同じ

く、昭和 33 年（1958 年）に敷設されています。このため、昭和 33（1958）年から昭和 50

（1975）年までの間に整備された管路はすでに標準耐用年数を超えており、汚水管・雨水管とも

に、本市のウォーターPPP 実施期間中に順次、改築・更新の時期を迎えることになります。これ

を受けて、本市では令和 2 年度に策定した下水道ストックマネジメント基本計画に基づき、点検

調査を実施し、令和 6 年度にストックマネジメント修繕改築・計画を策定した後、現在は修繕・

改築計画に基づき改築・更新を進めている状況です。 
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出典：塩竈市下水道管路台帳データ（汚水） 

図 2.5 汚水管路延長一覧（R6 時点） 
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出典：塩竈市下水道管路台帳データ（雨水） 

図 2.6 雨水管路延長一覧（R6 時点） 
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2.1.2 ポンプ場・マンホールポンプ場・貯留施設等の対象施設 

本市では多くのポンプ場・マンホールポンプ場・貯留施設を保有しており、最も古い施設は昭

和 37 年度に竣工した雨水の中央ポンプ場です。ポンプ場等の施設においては、躯体は標準耐用

年数 50 年であるものの、プラント設備は約 20 年程度であり、計画的な改築・更新が必要な状況

であることを鑑みて、本市では令和 2 年度に塩竈市下水道ストックマネジメント基本計画を策定

し、今後、点検・調査に基づく修繕・改築計画を策定したのち、老朽化の進んだポンプ場やマン

ホールポンプ場の施設・設備に対して、順次改築・更新を進めていく予定としています。 

 

表 2.2 ポンプ・マンホールポンプ場施設（汚水） 

 
出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 

 

  



 

13 

表 2.3 ポンプ施設・設備（汚水） 

 

出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 
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表 2.4 マンホールポンプ場施設・設備（汚水） 

 

出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 
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表 2.5 ミニマンホールポンプ場施設・設備（汚水） 

 

表 2.6 宅内ミニマンホールポンプ場施設・設備（汚水） 

 

出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 
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表 2.7 ポンプ施設・設備（雨水）1/2 

 

出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 
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表 2.8 ポンプ施設・設備（雨水）2/2 

 

出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託  
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表 2.9 マンホールポンプ場施設・設備（雨水） 

 
出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 

 

表 2.10 雨水貯留施設の主要施設概要（雨水）1/2 

 
出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 
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表 2.11 雨水貯留施設の主要施設概要（雨水）2/2 

 

出典：出典：7～9 年度塩竈市下水道施設等維持管理包括的民間委託 
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図 2.7 工事計画位置図（管路施設） 

出典：令和 6 年度 汚水管路調査及び修繕改築計画策定業務委託 
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2.2 漁業集落排水事業 

2.2.1 管路施設 

寒風沢の管路施設は、まもなく整備後 30 年を経過しようとする状況です。 
2 地区の管渠延長の合計は約 3.2km であり、下水道事業の汚水管渠の延長約 306km に比べる

と、極めて事業規模が小さいといえます。また、東日本大震災による災害復旧工事（2011 以

降）に伴い、ほとんどの管渠が布設替えを行っている状況です。（現時点で、布設替え後概ね 13
年が経過している。） 
 

 
図 2.8 漁業集落排水事業管渠延長 
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2.2.2 処理場・マンホールポンプ場 

 本市の漁業集落排水事業は、寒風沢が平成 10 年度、野々島が平成 21 年度に供用を開始してい

ます。本市では、令和 2 年度に「寒風沢漁港・野野島漁港漁業集落排水施設最適整備構想」（以

下、「整備構想」という。）を策定し、同計画内では、「健全度が 1 にならないように改築する

（平準化しない）」シナリオを採用した整備構想を立案しています。 
 

表 2.12 寒風沢処理施設の施設概要 

 
 

表 2.13 野々島処理施設の施設概要 

 
 

表 2.14 中継マンホールポンプ場の箇所数 
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3 投資計画 

本市における今後の投資費用について「令和 7 年 3 月 塩竈市下水道事業経営戦略」より次頁

に示します。建設改良費としては、年間で概ね 6 億円を見込んでおります。 
 なお、「令和 7 年 3 月 塩竈市下水道事業経営戦略」の詳細は以下の HP よりご確認ください。 
URL：https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/23/22457.html 
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4 業務の定義 

各業務の定義を以下に示します。 
 

表 4.1 業務の定義（現包括業務にて実施中の業務） 

対象業務 定義 

- 統括管理業務 現在実施中の包括的民間委託の業務内容と同程度を想定 

保守点
検業務 

定期点検 〃 

降雨前稼動点検 〃 

修繕業
務 

小規模修繕 〃 

簡易故障修理 〃 

消耗品等調達 〃 

運転管
理業務 

水質管理業務 〃 

水量管理業務 〃 

清掃・
廃棄物
処理業

務 

汚泥吸揚清掃業務 〃 

し渣・揚砂吸揚清掃業務 〃 

管路施
設管理
業務 

テレビカメラ調査業務 〃 

管清掃業務 〃 

マンホールポンプ場清掃業務 〃 

施設管
理業務 

施設監視業務 〃 

除草業務 〃 

消防用設備等保守点検業務 〃 

地下タンク法定点検業務 〃 

緊急時
対応業

務 

雨天時対応業務 〃 

設備故障対応業務 〃 

苦情対応業務 〃 

地震時緊急点検業務 〃 

その他の緊急対応 〃 
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表 4.2 業務の定義（現包括業務以外で管路施設に関する業務） 

維持 
管理 
レベル 

業務区分 定義 

日
常
的
業
務 

住民窓口 住民等からの問い合わせに対応する業務 
管路施設に起因する道路陥没、悪臭、漏水等の苦情要望受付 

排水設備関連業務※1 排水設備設置工事確認申請書の審査対応 
（年間約 250 件程度を想定） 

住民等通報後の現場確認及び対応
判断 

住民等からの問い合わせに対して現場確認及び対応判断を行

う業務 

他工事立会等 他工事事業者等からの立ち合い要請への対応 

計
画
的
業
務 

問
題
解

決
業
務 

不明水対策 
特定の問題解決を目的に一定期間をかけ計画的に行う業務。 
流量調査の実施、対策計画の策定など。 

悪臭対策 

計
画
的
業
務 

流域接続点水質調査 流域接続点における定期的な水質調査業務 

レ 
ベ 
ル 
3.5 

更
新
計
画
策
定
更
新
（
改
築
）
業
務 

更新計画 
（ストックマネジメント
計画）策定業務 

下水道ストックマネジメント支援制度により事業を実施する

ための計画であり、次の 4 項目について記載が必要である。①

ストックマネジメント実施の基本方針、②施設の管理区分の設

定、③改築実施計画（計画期間は 5 年以内とする。）、④ストッ

クマネジメントの導入によるコスト縮減効果 
コンストラクション・マネ
ジメント 

工事における業務を管理者側に立って技術的な中立性を保ち

ながらマネジメントを行う業務 

改築設計業務 下記改築工事に係る設計業務 

改築工事 
（更生） 

排水区域の拡張等に起因しない「対象施設」の全部若しくは一

部の再建設又は取替えを行うこと。 
①更新：改築のうち、「対象施設」の全部の再建設又は取替えを

行うこと。 
②長寿命化対策：改築のうち、「対象施設」の一部の再建設又は

取替えを行うことであって、更生工法あるいは部分取替え等に

より既存のストックを活用し、耐用年数の延伸に寄与するも

の。 

改築工事 
（掘削） 

 
※1 排水窓口業務の概要 
（排水・窓口） 
・本管の敷設状況や宅内排水図面の照会等、不動産物件調査に係る問合せ対応業務 
・排水設備等の設計施工に係る問合せ対応や設計審査、現地確認業務 
・排水設備等の設計施工に係る事務処理業務 
・排水設備等指定工事店の指定に係る事務処理業務 
・下水本管の取出し工事の立会 
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表 4.3 業務の定義（現包括業務以外で処理場等 

（処理場、ポンプ場、マンホールポンプ、貯留施設）に関する業務） 
維持 
管理 
レベル 

業務区分 定義 

レ 
ベ 
ル 
1 

防火 火気管理・消火訓練を行い、火災を予防する。 

レ 
ベ 
ル 
2 

物
品
等
の
調
達
及
び
管
理
に
関
す

る
業
務 

ユーティリティ 電力、薬品、燃料、物品の調達を行う。 

支払業務 
通信費 
水道代 
電気代 

レ 
ベ 
ル 

2.5 
~ 
3 

修繕計画案 
作成業務 下水道ストックマネジメント計画策定による修繕計画案の策定業務 

レ 
ベ 
ル 

3.5 

更
新
計
画
策
定
・
更
新(

改
築)

業
務 

更新計画 
（ストックマネ
ジメント計画） 
策定業務 

下水道ストックマネジメント支援制度により事業を実施するための計
画であり、次の 4 項目について記載が必要である。①ストックマネジメ
ント実施の基本方針、②施設の管理区分の設定、③改築実施計画（計画
期間は 5 年以内とする。）、④ストックマネジメントの導入によるコス
ト縮減効果 

コンストラクシ
ョン・マネジメ
ント業務 

工事における業務を管理者側に立って技術的な中立性を保ちながらマ
ネジメントを行う業務 

改築実施設計業
務 下記改築工事に係る設計業務 

改築工事 

排水区域の拡張等に起因しない「対象施設」の全部若しくは一部の再建
設又は取替えを行うこと。 
①更新：改築のうち、「対象施設」の全部の再建設又は取替えを行うこ
と。 
②長寿命化対策：改築のうち、「対象施設」の一部の再建設又は取替え
を行うことであって、部分取替え等により既存のストックを活用し、耐
用年数の延伸に寄与するもの。 
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